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２　提供したサービスについては、個別計画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家族の
満足度等について定期的に評価を行い、また、主治医又は歯科医師とも連携を図りつつ、常に
サービス改善を図るものとする。

３　事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサー
ビスの提供に努めるものとする。

けんこうどう元気運動倶楽部指定第一号通所事業 運営規程

（事業の目的）

第１条　下記事業者が設置する下記事業所において行う予防通所介護に相当する第一号通所事業
（以下「事業」という。）は、その利用者ができる限り要介護状態とならないで、その居宅にお
いて自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うこ
とによって利用者の心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を図ることを目的とす
る。

（１）事業者：

（２）事業所：

健　幸　堂　株式会社

けんこうどう元気運動倶楽部

（運営の方針）

第２条　利用者の介護予防に資するよう、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、目
標及び当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載
した予防通所介護計画に相当する個別の計画（以下「個別計画」という。）を作成し、計画的に
サービス提供を行うものとする。

（事業所の名称等）

４　サービス提供に当たっては、利用者の意欲を高め、利用者が主体的に事業に参加するようコ
ミュニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をした上で適切な働きかけを行うよう努めるも
のとする。

（事業の運営）

第３条　予防通所介護相当サービス（介護保険法（以下「法」という。）第１１５条の４５第１
項第１号ロに規定する第一号通所事業のうち旧法第８条の２第７項に規定する予防通所介護に相
当するサービスをいう。以下同じ。）の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うも
のとし、第三者への委託は行わないものとする。

第４条　事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

（１）名　称： けんこうどう元気運動倶楽部

（２）所在地： 東京都八王子市八日町５番１３号Y'Sビル１F－B

（従業者の職種、員数及び職務の内容）

第５条　事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
（１）管理者　１名（常勤職員） (生活相談員と兼務)

 管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令
等において規定されている第一号通所事業の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項
についての指揮命令を行う。

（２）第一号通所事業従業者
生活相談員

人以上

人以上

人以上

 生活相談員は、利用者及び家族からの相談に対する援助、利用申込みに係る調整、他の従事者
に対する助言及び技術指導、第一号介護予防支援事業者等との連携・調整を行い、また他の従事
者と協力して個別計画の作成等を行う。

介護職員

機能訓練指導員



名 名

 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練、訓練指
導及び助言を行う。

 介護職員は、個別計画に基づき、必要な日常生活上の支援及び介護、機能訓練を行う。

（営業日及び営業時間）

第６条　事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

（１）営業日 月曜日～土曜日までとする。ただし、祝日を除く。

（２）年間の休日 年末年始（日祝状況による）

（３）営業時間 ９時００分～１７時３０分までとする。

（４）サービス提供時間 １単位目：９:４０～１２:４５、２単位目：１３:４５～１６:５０

（指定第一号通所事業の利用定員）

第７条 事業所の利用定員は、１０名とする。

１単位目： １０ ２単位目： １０

第８条　予防通所介護相当サービスの内容は、次に掲げるもの及びその他必要と認められるサー
ビスを行うものとする。

（予防通所介護相当サービスの内容）

（１）生活指導（相談・援助等）、健康状態の確認、日常生活上の支援及び送迎

（２）機能訓練及びレクリエーション（創作活動等）

（３）生活指導（相談・援助等）

（利用料等）

第９条　予防通所介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は、当該予防通所介護相当サー
ビスに係る第一号事業費用基準額（法第１１５条の４５の３第２項に規定する厚生労働大臣が定
める基準に基づき指定を受ける市町村が算定した費用の額をいう。以下同じ。）とし、そのサー
ビスが法定代理受領サービスであるときは利用料から第一号事業支給費の額を控除して得た額の
支払いを受けるものとする。

２　法定代理受領サービスに該当しない予防通所介護相当サービスを提供した場合の利用料の額
は、当該予防通所介護相当サービスに係る第一号事業費用基準額とし、当該基準額上の額の支払
いを受けるものとする。

３　通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合の交通費は以下のとおりとする。

送迎にかかる費用については、徴収しない。

４　食事の提供に要する費用については、徴収しないものとする。

５　おむつ代については、徴収しないものとする。

６　その他、予防通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活におい
ても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。

７　前６項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用（個別の費用ごとに区分）
について記載した領収書を交付する。

８　サービス提供開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の
費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名
押印）を受けることとする。

９　費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書
で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。

１０　法定代理受領サービスに該当しない予防通所介護相当サービスに係る利用料の支払いを受
けた場合は、提供した予防通所介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項
を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

１１　ご利用日当日サービス開始1時間前までにご連絡がなくお休みの場合キャンセル代（1000
円）が生じる場合がある。



-56円/回 -110円/回 -164円/回

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱロ

第１２条　利用者はサービスの利用に当たって、必要に応じて医師の診断やサービス利用時の留
意事項、利用当日の健康状態等を事業所に伝え、また、特に感染症の疑いが少しでもあるような
場合は必ず事前に事業所へ連絡するなど、事業所が適切なサービス提供を行えるよう留意するも
のとする。

48単位 52円 103円 154円

86円 129円40単位 43円

要支援1 通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅲ1 24単位 26円 52円 77円

第１１条　利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管
理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。

２　事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必
要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。

（サービス利用に当たっての留意事項）

共通

12.5%
介護報酬総単位数の12.5%

〈1単位未満の端数四捨五入〉

３　事業所は、感染症の発生およびまん延を防止するため、感染症予防およびまん延防止に関す
る指針を策定し、職員に対して定期的に研修を実施する。また、感染症が発生した場合には、保
健所等の指導に従い、速やかに利用者・家族・関係機関へ報告のうえ、適切な対応を行います。
平常時から衛生管理・換気・体調確認等の予防措置を行うものとする。

通所型独自送迎減算 -47単位/回

第１０条　通常の事業の実施地域は、以下の区域とする。

八王子市

（衛生管理等）

通所型独自サービス科学的介護推進体制加算

要支援2 通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅲ2

（通常の事業の実施地域）

介護度 サービス種類 基本単位数 1割負担

5761円

（緊急時等における対応方法）

第１３条　サービス提供中に利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主
治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合
は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

２　利用者に対する予防通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当
該利用者の家族、当該利用者に係る第一号介護予防支援事業者等に連絡するとともに、必要な措
置を講じるものとする。

３　利用者に対する予防通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合に
は、損害賠償を速やかに行うものとする。

（非常災害対策）

第１４条　非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成
し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な
訓練を行うものとする。

避難、救出その他必要な訓練を行う回数： 年１回

（苦情処理）

第１５条　予防通所介護相当サービスの提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適
切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

11602円

2割負担 3割負担

要支援1 通所型独自サービス1 1798単位 1921円 3841円

要支援2 通所型独自サービス2 3621単位 3868円 7735円

加　　算



２　事業所は、提供した予防通所介護相当サービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行
う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、
及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導
又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

３　事業所は、提供した予防通所介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保
険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場
合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

第１８条　事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、ま
た、業務の執行体制についても検証、整備する。

（個人情報の保護）

第１６条　事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働
省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライ
ン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

２　事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以
外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又
はその代理人の了解を得るものとする。

２ 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす
る。

（その他運営に関する重要事項）

（２）継続研修：

３　事業所は、予防通所介護相当サービスに関する記録を整備し、作成する書類は電子媒体で保
管します。各書類は紙媒体で発行し、認定期間又は提供期間終了ごとに電子媒体で保管します。
また、契約終了後は電子媒体で5年保管します。

３事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養
護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に
通報するものとする。

（１）採用時研修： 採用後３ヶ月以内

４　この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に
基づいて定めるものとする。

年２回

（虐待防止に関する事項）

２　事業者は、従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家
族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。

第１７条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措
置を講じる。
（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的
　　　に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する
（２）虐待の防止のための指針を整備する。
（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
（４）前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

（当事業所の体制）

第１９条　事業所の運営に当たり以下の体制等を講ずる。

（１）業務継続計画書（BCP）について
事業所は、自然災害や感染症流行等の緊急事態においても、可能な限りサービス提供を継続でき
るよう「業務継続計画（BCP）」を策定する。非常時には、利用者および家族の安全確保を最優
先とし、行政・関係機関と連携しながら、迅速かつ柔軟な対応を行うものとする。また、定期的
に職員への研修および訓練を実施し、計画の実効性を維持するものとする。



令和４年１０月１日一部改正。

令和４年６月１日一部改正。

令和６年６月１日一部改正。

（２）禁止行為
　　①職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為）
　　②職員に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめた
　　　りする行為）
　　③職員に対するセクシュアルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求
　　　等、性的ないやがらせ行為）

附　則

令和６年４月１日一部改正。

この規程は、令和３年３月１日から施行する。

令和８年３月１日一部改正。

令和８年６月１日一部改正。

令和７年６月１日一部改正。

令和６年８月１日一部改正。

（３）カスタマーハラスメントへの対応
　　①事業所は、利用者又はその家族等からの言動のうち、社会通念上相当な範囲を超える
       要求又は言動により、職員の就業環境を害するおそれのある行為（以下「カスタマーハ
　　　 ラスメント」という。）について、職員の安全及び尊厳を確保し、適切な介護サービス
       を継続的に提供するため、組織として必要な対応を行うものとする。
    ②前項に定めるカスタマーハラスメントには、次に掲げる行為を含むものとする。
       ただし、これらに限られるものではない。
      （a）暴言、威圧的な言動、人格を否定する発言
      （b）業務の範囲を超える過度又は不当な要求
      （c）合理性を欠く長時間の拘束や、執拗な要望・クレーム
      （d）その他、職員の就業環境を著しく害する行為
    ③事業所は、職員が安心して相談できる相談体制を整備し、職員研修や対応マニュアル
       を整備して、必要に応じて法人本部、関係機関等と連携しながら対応するものとする。
    ④事業所は、カスタマーハラスメントが発生した場合、複数名による対応、事実関係の
       記録、管理者への報告等を行い、状況に応じて適切な対応を講ずるものとする。
    ⑤カスタマーハラスメントが継続し、又は著しく悪質であると認められる場合には、サー
       ビス提供方法の見直しその他必要な措置について、利用者又はその家族等と協議を行う
       ことがある。


